
 聖籠町長寿祝金支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月１３日 

                聖籠町長  西 脇 道 夫 

聖籠町条例第１３号 

   聖籠町長寿祝金支給条例の一部を改正する条例 

 聖籠町長寿祝金支給条例（平成７年聖籠町条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条第１号中「２０，０００円」を「１０，０００円」に改め、同

条第２号中「３０，０００円」を「２０，０００円」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


